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西紅陽台自治会会則（令和６年度改定版） 

 

第１章      総    則 

 

第１条（名称および事務局） 

    本会は西紅陽台自治会と称し、事務局を灘崎公民館西紅陽台分館（西紅陽台 3 丁目 1-130、 

TEL：086-362-2227）におく。 

 

第２条（目的） 

    本会は、会員相互の親睦をはかり、住民福祉の充実と、住みよい環境づくりを目的とした活動

を行う。 

 

第３条（活動） 

    本会は、自主性を持って円滑な活動を行う。特定の個人または団体による指導および干渉を受

けない。 

 

第４条（会員） 

    本会は、西紅陽台の居住者を本会員とし、居住しない事業者を準会員として 

    構成する。会員は、一戸・一事業を一単位とする。ただし原則として世帯の 

    全員が８０歳以上（当該年度４月１日時点）の会員及び準会員は理事及び班長を免除する。 

 

第５条（会員の権利および義務） 

    本会の会員は、本会の行う全ての活動による利益を平等に受ける権利を持つ。 

    会員は会費を納入し、本会の活動に参加する。 

    ただし世帯の全員が８5 歳以上（当該年度４月１日時点）の会員は会費の納入及び自治会清掃

活動を免除することが 

できる。 

 

第２章  組  織 

 

第６条（班） 

   ２０戸前後（１５～２５戸） 

   １４戸以下になった場合、近接する班と統合することができる。 

   但し、全員が８０歳以上の世帯を除く世帯数が１０戸以下になった場合は同一ブロック内の 

隣接最小戸数班と統合するものとする。 

 

第７条（班長） 

    班長は各班において当年度を正とし、その翌年度を副とした正・副班長をおく。 
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第８条（委員） 

    本会は自治会の活動を円滑にするため、次の委員をおく。 

    西紅陽台地区福祉委員（班長兼務）  体育環境委員（理事兼務） 交通防災委員（理事兼務） 

    各若干名 

 

第９条（役員） 

    本会は自治会運営のため、次の役員をおく。 

 

     総務担当 

会長 １名 副会長 ３名 会計 １名 広報 １名 総務 １名 書記 ２名 

分館担当 分館長 １名  事務長 １名 

（会計監査は書記 ２名が兼務） 

 

     活動担当 

体育環境理事 ４～５名   交通防災理事 ４～５名 

     原則としてブロック理事が役員を兼務、合計１４名とする。 

 

     賛助理事(注 1)  婦人会 1名、いきいきクラブ 1名、西紅陽台育成会 1名、愛護委員会 1名、

お手伝い西紅陽台 1 名、西紅陽台おそうじ会 1 名、西紅陽台分館 1 名 

     会長は必要に応じて顧問を任命することができる。顧問の報酬は年６万円とする。 

 

第３章 任   務 

 

第 10 条（任務） 

   1．会長 

     会長は本会を統括・代表すると共に、対外的な折衝・事務全般を行う。 

     会長はブロック理事を兼務しない。 

    

   ２．副会長（リサイクル委員を兼務） 

    副会長は会長を補佐すると共に、本会内の会議の招集・会議のまとめ等・事務全般を行う。

副会長はブロック理事を兼務しない。 

会長に支障が生じ任務が遂行できない場合は、ブロック理事（正・副）と協議し、会長代

行・会長就任（後任副会長の選任）等の処置をとる。 

 

   ３．ブロック理事 

    当該ブロック内で起る日常の問題は当該ブロック理事（正・副）で対処する。 
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    自治会として対処すべき問題等は、役員会に提起して協議する。 

    (例）会員転出入／移動の報告・会議への出席・回覧等の配布など 

    又、下記の理事及び役職を兼務する。 

 

    （1）体育環境委員 

      体育環境委員長と協力し、体育行事・環境衛生に関する活動を行う。 

      （例）夏季・冬季大掃除、岡山市主催クリーン作戦等の企画・運営など。 

 

    （2）交通防災委員 

      交通防災委員長と協力し、外部機関と連携して交通・防災・防犯に関する活動を行う。 

      （例）防災訓練・交通街頭指導の企画・運営、街路灯の維持管理など。 

 

    （3）選挙立会人 

 

    （4）分館長及び事務長 

 

    （5） 民生委員 

      任期は 3 年とする。 

 

   ４．班長 

     班長は、班員を代表して、班内を取りまとめる活動を行う。 

（1）新ブロック理事の選出 

（2）回覧板等による広報活動 

（3）会費の徴収 

（4）出産・訃報の連絡（様式あり）・配布 

（5）転出入者・移動者の連絡（様式あり） 

（6）壊れた街路灯の連絡（様式あり） 

        副班長は班長が不都合の際は代行する。 

 

   ５．書記 

     書記は本会の会議事務を処理する。会議議事録は、会長の承認を受け、所定の部数の準備・

配布等を行う。又、当該ブロック理事を兼務する。 

（例）会議の出欠席の確認、議事録の作成。 

 

   ６．会計 

     会計は本会の出納事務を処理し、年度毎に会計報告を行う。又、会長・副会長に半期毎の収

支報告を行う。 

会員数（戸数）の把握を行い、会長・副会長・広報・ブロック理事に報告する。 
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   ７．広報 

     回覧物及び配布物を各ブロック理事へ配布する。 

 

   ８．総務  

     会長を補佐し、自治体等に提出する書類の作成を行う。 

 

   9 ．会計監査（書記２名が兼務） 

     本会の会計を監査し、年度毎に会計監査を行う。 

 

 

第４章   役員の選出 及び 任期 

 

第１１条（役員及び班長の選出方法） 

   １．会長は再任の場合を除き、原則として副会長及び理事の中から互選により選出する。 

但し、立候補が有る場合は役員会議に諮る。 

会長が選出されたブロックから新たに理事を補充する。 

 

   ２．副会長２名は再任の場合を除き、理事の中から互選により各丁目より 1 名を選出する。 

もう 1 名は会長がブロック理事 及び 一般会員の中から任命し、理事会の承認を得る。 

副会長が選出されたブロックから新たに理事を補充する。 

 

   ３．新たに選ばれた７名を副ブロック理事、２年目理事を正ブロック理事とし、１４名が役職を

互選し、兼務する。 

（例）副会長・書記・会計・活動担当など。 

 

ブロックと班 

１ブロック： １．２．３．４．５．２１班 

２ブロック： ２２．３１．３７．３８．３９．４２班 

３ブロック： ６．７．８．９/２３．１０班 

４ブロック： １１．１２．１３．１４．２４．２５班 

５ブロック： １５．１６．１７．２６/２８．２７班 

６ブロック： １８．１９．２０．２９/３０．３６班 

７ブロック： ３２．３３．３４．３５．４０/４１班 

 

   ４．ブロック理事・班長等の選出日程 

     １１月  会長立候補者を募る 

        １１月  新ブロック理事の選出（ブロック理事・班長に依頼） 
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        １２月  会長・副会長・役員の選出 

        １２月  班長の選出 

         ５月  総会にて承認。 

 

   ５．ブロック理事・班長の選出は各ブロック・各班の総意に委ねる。 

 

   ６．病弱・要介護などの家庭には役務（自治会活動を含む）の免除等の配慮を行う。 

 

第１２条（役員・班長の任期及び再任について） 

   １．会長の任期は２年とし、再任を妨げない。 

   ２．副会長の任期は 2 年とする。再任を妨げない。 

   ３．理事の任期は２年とする。 

   ４．班長の任期は１年とする。 

   ５．役員の後任者の任期は前任者の残任期間とする。 

 

第１３条（兼任） 

   やむを得ない理由があれば本会の役員と委嘱委員または役員と班長を兼務することができる。 

 

第１４条（解任） 

   本会の役員のうち理事会が不適格と認めたものは、班長会議において３分の２以上の賛成により

解任することができる。 

 

第５章  機関 及び 運営 

 

第１５条（機関） 

   本会は運営のため次の機関をおく。 

   １．総会 

     総会は毎年１回定期総会を開催し、全会員の過半数（委任状を含む）の出席をもって成立し、

下記の事項の審議を行い、出席者の過半数の賛成をもって決定事項とする。 

総会が会員の過半数に満たないため成立しない場合は班長会議が代行する。 

（１）役員の承認 

選出方法によって選出された役員の承認を行う。 

（２）役員の報酬 

役員の報酬は以下とする。 

 会長       180,000 円  1 名 

 副会長        40,000 円  3 名 

 会計         35,000 円  1 名 

 広報         35,000 円  1 名 
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 総務         35,000 円  1 名 

 ブロック理事        15,000 円   11 名 

 班長（福祉委員）        5,000 円   38 名 

（３）会計決算と会計予算の承認 

前年度の会計決算報告書と今年度の会計予算書の承認を行う。 

（４）活動報告と活動計画の承認 

前年度の活動報告と今年度の活動報告を行う。 

（５）会則等の承認 

会則及び自治会重要事項の決定承認を行う。 

 

   ２．班長会議 

     班長会議は各班から選出された班長の過半数の出席をもって成立し、審議事項の議決を行う

機関であり、出席者の過半数の賛成によって議決される。 

 

   ３．自治会委員会 

     本会の運営上必要な２委員会をおき、自治会運営・活動に必要な事項を協議する。 

      体育環境委員会   担当理事によって構成される。 

      交通防災委員会   担当理事によって構成される。 

 

   ４．理事会議 

     理事会議は役員（執行部及びブロック理事）の過半数の出席をもって成立し、会計予算と決

算・活動計画と活動報告、その他本会の運営に必要な事項の協議・提案を行う機関である。 

 

第１６条（召集及び進行） 

   １．召集 

    本会の総会の招集は会長が行う。理事会議・班長会議の召集は副会長が行う。 

    各委員会の招集は担当ブロック理事（正）が行う。 

    尚、当該会議の過半数の構成員による開催要請があれば、会議招集者はこれに応じなければな

らない。原則として理事会議は３ヶ月に１回、班長会議は 5 月・１０月の２回とする。 

   ２．進行 

    本会において総会は議長を選出し、理事・班長会議は副会長、委員会は担当ブロック理事が進

行にあたる。 

 

第６章  会   計 

 

第１7 条（会計年度） 

   本会の会計年度は４月１日から、翌年３月３１日とする。 
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第１８条（会計） 

   １．一般会計 

     本会の会員から徴収する会費と交付金・寄付金その他の収入によって自治会の 

     運営に充てるものを一般会計とする。 

   ２．現金管理 

     本会の現金管理は、会計担当者名義を使い、金融機関を利用して行う。 

 

第１９条（会費） 

   1．本会員は入会金１世帯 500 円を納入、半期 2,000 円を納入する。 

      準会員は年額 4,000 円を納入する。 

   2．本会員会費の徴収は 5 月と１0 月の２回とし、班長が徴収し会計に納入する。 

      準会員会費は会費２回分を年 1 回徴収する。 

   但し、脱会時は既納の会費は返金しないものとする。 

 

第 7 章   出   産  ・  弔   慰 

 

第 20 条 (出産） 

   自治会地域内に居住している会員または家族に出産があった場合は、連絡を受けた班長または 

当該ブロック理事は当該副会長及び会計担当に連絡しなければならない。 

   出産お祝い金として１０,０００円を贈る。 

 

第２1 条 (弔慰） 

   不幸が生じた場合、当家より連絡があった場合は、連絡を受けた班長または当該ブロック理事は

当該副会長及び会計担当に連絡しなければならない。 

   当家の了解が得られた場合には班長は所定の書式にて「訃報」を作成し、当該班にて回覧・通知

する。   

１．本会は、不幸の世帯に１０,０００円を供与する。 

  当該班長又はブロック理事は所定の書式にて「弔慰金支払報告書」を会計に提出する。 

   ２．お供えは、班内の判断にゆだねる。 

   ３．会員は、返礼をしないこと。 

 

第８章  集 会 所 

 

第２２条（使用の範囲） 

   集会所の使用は、西紅陽台自治会の公的利用及び会員の利用を優先し、自治会活動及び自治会員

の使用に支障のない範囲内において部外者に使用させることができる。 
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第２３条（使用の目的） 

   集会所の使用は、次の目的によるものを優先的に許可する。 

１．自治会活動（自治会内の各種会合及び行政活動） 

２．各種公共団体活動（いきいきクラブ・婦人会・西紅陽台育成会・PTA 等及び会員の慶弔） 

３．任意の教養・趣味・娯楽・レクリエーション活動等 

 

第２４条（利用料金） 

   集会所利用者は、次に規定する料金を支払うものとする。 

１．本則第２３条第１項及び第２項に該当する場合は無料とする。 

２．本則第２３条第３項に該当する場合は１回につき３００円とする。 

３．地区住民を対象とした営利活動については１回につき 1,000 円とする。 

 

第２５条（使用禁止の範囲） 

   次のいずれかに該当する場合は、使用を禁止するものとする。 

１．本会の規則や利益に反し、または活動方針に反すると認められるとき。 

２．集会所管理上支障があると認められるとき。 

３．利用目的以外に使用するとき。 

４．使用許可の条件および本則に違反したとき。 

 

第２６条（使用責任） 

１．集会所の使用にあたっては、使用責任者を定め、一切の責任を負うものとする。 

２．集会所の使用中、建物・器具及び備品を破損したときは、ただちに集会所管理人に届け出て、

その損害を弁償するものとする。 

 

第２７条（使用方法） 

１．使用時間： 午前９時から午後１０時まで 

２．申し込み要領： 所定の申込用紙に所定事項を記入のうえ、使用許可を受けること。 

３．使用の取り消し： 使用を取り消す場合は速やかに申し出るものとする。 

４．使用後： 使用責任者は所定の「点検表」に記入し、施錠後ただちに点検表を添え、 

     利用料金とともにカギを管理人に返納するものとする。 

 

第２８条（遵守事項） 

   使用者は、次の事項を遵守すること。履行されないときは以後の使用を禁止することがある。 

１．火気の始末をすること。 

２．戸締りをすること。 

３．使用後は清掃すること。 

４．時間を厳守すること。 

５．備品の整理整頓に心がけること。 
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第９章  会則改定の手続き 

 

第２９条（会則改定の手続き） 

   会則の改定は、役員・班長から要求があり、理事会議において３分の２以上の賛成で発議し、 

総会において会員の過半数の承認を得なければならない。 

 

第１０章   附    則 

 

第１条（委嘱委員の組織） 

   民生委員 ３名  愛育委員 ９名  栄養委員 1 名  リサイクル委員 ３名 

西紅陽台分館 2 名  選挙立会人 4 名 

 

第２条（委嘱委員の任期及び選出方法） 

   委嘱委員の任期は行政の取り決め任期とする。又、委嘱委員は行政が定める方法で選出する。 

但し、自治会が関与し、必ず報告を受けるものとする。 

 

 第３条（委嘱委員の任務） 

   各位委員の任務は行政の定めるところによる。 

 

 第４条（七区学区連合町内会） 

   本会は七区学区連合町内会に所属し、会長が任命した役員は連合町内会の役務を兼務する。 

 

 第５条（西紅陽台分館の運営） 

   中央公民館の委託を受け自治会役員から分館長及び事務長を選出する。 

   会計は自治会会計とは分離する。 当事項は平成２５年４月６日追記する。 

 

 第６条（施行） 

   平成２２年度改定の会則は、平成２２年５月９日からこれを施行する。 

   平成２４年度改定の会則は、平成２５年４月６日からこれを施行する。 

   平成２７年度改定の会則は、平成２８年４月１日からこれを施行する。 

   平成３０年度改定の会則は、平成３０年４月１日からこれを施行する。 

           平成３１年度改定の会則は、平成３１年４月１日からこれを施行する。 

   令和２年度改定の会則は、令和２年４月１８日からこれを施行する。 

   令和５年度改定の会則は、令和５年４月 1 日からこれを施行する。 

   令和６年度改定の会則は、令和６年４月 1 日からこれを施行する。 

   令和７年度改定の会則は、令和７年４月 1 日からこれを施行する。 


